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　IWAに49あるスペシャリストグループの１つ、「統計・経済スペシャリストグループ」の運営会議が、
平成27年３月18日に日本水道協会で開催された。本協会では、世界各国から水事業の専門家が来日する
この機会に合わせて、翌19日に、滝沢東京大学大学院教授を座長に、グループのメンバーを講演者に迎
え、標記ワークショップを開催した。ワークショップでは各国の水道経営の現状、課題、対策等に関す
る講演及びディスカッションが行われ、水道関係者約120名が聴講した。
　同ワークショップの議事録を、３回に分けて掲載する（「その１」は８月号に掲載）。

「資　料」

IWA（国際水協会）統計・経済スペシャリストグループ・ワークショップ
世界の水道事業の現状と経営戦略

－水道の広域化、公民連携について考える－（その２）

日本水道協会研修国際部国際課

時間 プログラム

９：30－９：40 歓迎挨拶日本水道協会理事長　尾﨑　勝

８
月
号
掲
載

９：40－９：50 ワークショップ座長挨拶東京大学大学院工学系研究科教授　　滝沢　智

９：50－10：10
IWA統計・経済 SG議長挨拶
元オランダ・ティルブルフ水道事業管理者、
IWA統計・経済 SG議長　　エド・スミーツ（オランダ）

10：10－10：40
⑴　日本の水道事業経営
日本の水道事業経営の現状
東京大学大学院工学系研究科教授　　滝沢　智

10：40－11：20

⑵　世界の水道事業経営
①オランダの水道、広域化の推進
　元オランダ・ティルブルフ水道事業管理者、
　IWA統計・経済 SG議長　　エド・スミーツ（オランダ）

11：20－12：00
②ルーマニアの水道、コンセッションの現状
　ルーマニア・ブラショフ水道財務部長、IWA統計・経済 SG副議長、
　水道料金WGリーダー　　テオドール・ポパ（ルーマニア）

９
月
号
掲
載

12：00－13：00 昼食休憩

13：00－13：40
③スペインの水道、公民連携の現状
　バレンシア大学経済学部応用経済学科准教授、経済性分析WGリーダー
　フランチェスク・エルナンデス・サンチョ（スペイン）

13：40－14：20
④ベルギーの水道、コンセッションの進捗
　ベルギー・フランダース水道、統計WGリーダー
　ヤン・ハメネッカー（ベルギー）

14：30－15：10
⑤アメリカの公営水道、公民連携の動向
　コンサルタント会社経営（経済学者）
　デボラ・ギャラーディ（アメリカ） 10

月
号
掲
載

15：10－15：30 休憩
15：30－16：50 ⑶　ディスカッション
16：50－17：00 ⑷　座長総括
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②　ルーマニアの水道、コンセッションの現状
（テオドール・ポパ、ルーマニア）
＜経歴紹介＞
私の住んでいる町はとて

も美しいところですが、多
くの問題も抱えています。
私は90年代の初頭からエン
ジニアとしての仕事を始め
ました。今はブラショフと
いうルーマニアの水道事業
体の財務部長を務めていま
す。

＜講演内容＞

はじめに、ルーマニアの水道に関する重要な数
値についてお話をしたいと思います。次に制度、
枠組み、規制当局について、また財政関係では、
水道料金政策、財務の仕組みについてお話ししま
す。

＜ルーマニアの水道＞

これは私の町の写真です。ルーマニアの人口は
約2,100万人です。この数字には海外に住んでい
る人口も300万人から400万人程度含まれていま
す。私のように、今、旅行で日本にいるルーマニ
ア人もいます。
普及率に関しては、それほど高いレベルではあ
りません。特に、農村部での数値が悪くなってい
ます。ルーマニアでは全人口の半数ぐらいが農村
部または小都市に住んでいることにより、問題が
発生している状況です。また、国としての所得が
低いことも非常に大きな課題であると感じていま
す。
水道事業体は40あります。これは、ルーマニア
の県の数と同数です。これに加えて500程度の小
規模な事業体があります。ルーマニアの市町村の
首長は皆、自分の会社が欲しいと考えるため、こ
のように多数になっています。

水セクターで働いている従業員数は全体で３万
人です。先ほど日本では４万人という話がありま
したが、日本はルーマニアよりもずっと大きな国
ですので、比較していただければルーマニアの職
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員数の多さが分かると思います。日本の統計は、
ルーマニアに帰ったら人に見せたくありません。
給水量は年間５億5,000万 m3となっています。
営業収益は７億ユーロです。金利、税金、償却前
利益はそれなりに優れた数値を出しています。銀
行からの借入金も大きな数値です。

＜水の使用量＞

さて、水の使用量ですが、ルーマニアでは平均
１日１人あたり約100Lという数値になります。
日本では200～300Lと、かなり多いですね。

＜水セクターにおけるキー・プレイヤー＞
次に、水セクターでの重要なプレイヤーは誰な

のかということを話したいと思います。
今我々は、組織再編の最中です。先ほど、ある

程度の規模を持つ水道事業体が40あり、そして小
規模な事業体が500あるとお話ししましたが、500
の事業体を40の事業体が何とか取り込もうと取り
合っている状況です。この再編の促進要因となっ
ているのは、１つはお金、もう１つは制約です。
お金がないと投資ができませんので、皆さんお金

は必要なわけです。
小規模事業体では投資もままなりませんし、運
営費用の回収もできていない状況です。市町村か
らの資金提供があり、投資できる状態にあって
も、管路を布設するためにはより大きな事業体を
通して建設の認可を得なくてはいけません。政府
の決定として、投資は規模の大きい40の事業体を
通して行うことになっています。
そして、その許可の前提として、地方の運営会
社が将来的に施設を運営していくという条件が付
きます。このような制度の変更があり、数年前か
ら状況が大きく変わってきています。以前は市町
村がそれぞれの浄水場や下水処理場を持ちたいと
いう傾向でしたが、それが不可能となり、地方単
位で事業が行われることになりました。しかし、
大規模な事業体は、管轄領域が大きく増えること
に対して抵抗を示しています。私も大手の事業会
社に属しているわけですが、収益が下がっている
ため、この変革を受け入れざるを得ない状況で
す。
より大きな運営責任を持つことで、どういった
見返りが期待できるのでしょうか。まず、投資の
ための資金を得ることができます。そして、ここ
が重要なポイントですが、このような追加的なコ
ストを回収するための水道料金を設定することが
できます。これはつまりソリダリティ・メカニズ
ム、「団結の精神」なのだと理解しています。そ
のため、ルーマニアでは画一的な料金体系が全国
で適用されています。小さな市町村でも同じ料金
体系が適用されます。言い換えると、ルーマニア
国内であれば、提供されているサービスや製品が
どこでも同じ価格で提供されることになります。
どうしてそのような仕組みが可能なのでしょう
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か。こちらが、先ほどお話しした県ベースの地方
の水道事業体です。そしてここに、20、30または
100の地方自治体の集合体として組織された「地
域間開発協会」があります。この仕組みによって、
関与している地方自治体が料金ポリシーや投資プ
ログラム等の権利の一部を協会に委任する形をと
ります。そのため、我々がビジネスを行う際には、
100の地方自治体全てと付き合う必要はありませ
ん。
また、国家公共事業体規制庁という組織が公共

サービスの規制当局として存在しており、水道料
金のチェックをします。チェックをするのが役割
で、許認可の権利は持っていません。事業認可は
協会から出されます。
政府は規制当局への影響力を持っています。議

会の下に規制当局があるべきだと思いますので、
政府が影響力を持っているというのは望ましい形
ではないのかもしれません。例えば、政府とのつ
ながりがあることで、選挙前になると料金の方針
については政府の方からブロックをかける、そう
いった動きが時々見られるからです。
そのため、ルーマニアの水道料金改定カレン

ダーは、選挙期間と緊密に連携しながら調整され
ています。水道料金は、政治家も含め皆が休暇中
である夏に値上げされます。休暇明けで何も気が
つかないうちに１カ月が経過し、値上げをされた
請求書が来る形になります。
欧州連合（EU）は我々の水道事業体の投資プ

ログラムの中で大きな役割を果たしています。投
資プログラムの75％は EUによって支えられてい
ます。それから、こちらに国際金融機関（IFI）
があります。この EUと IFIは極めて重要な役割
を果たしています。政府との間で、水道料金ポリ
シーを含む合意書を交わすからです。

＜ルーマニアの組織と制度＞

ルーマニアの水事業に係る組織と制度について
ご説明します。１番上にあるのが市町村などの地
方自治体です。そして、１番下が利用者です。そ
の間に地域の運営会社、水道事業会社がありま
す。これは100％公営で、株主は地方自治体です。
全ての自治体が株主というわけではなく、オレン
ジ色の丸が株主を表しています。
全ての自治体は地域間開発協会に属していま
す。協会は小さな地方自治体の利益代表団体と呼
べる組織です。そして、協会と水道事業会社との
間でコンセッション契約が結ばれています。これ
は契約の１種で、権限の委譲、委任という性質の
ものです。

＜水道料金＞

水道料金は従量制です。１m3あたりの料金が決
められています。料金は上水道と下水道で分かれ
ており、固定料金はありません。そして、汚染者
による費用負担の原則というものがあり、排水を
出している事業体に対して追加の水道料金を課す
ことができます。
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水道料金の値上げは投資プログラムと関連して
います。現在、世帯収入の２～４％の間で料金が
設定されており、割合としてはかなり高いと思い
ます。

＜水道料金の構造と水道法＞

こちらは水道料金の構造です。ルーマニアの水
道法（Water Act）において、運営費用、メンテナ
ンス費用、環境関連費用がコストの要素として認
められています。金利等の金融コストも含まれま
す。
水道事業体には２種類の資産があります。１つ

は建物、機器、設備、自動車といった、事業体自
らが所有する資産です。もう１つは公的な資産
で、給・配水管のネットワークなどです。こうし
た公的資産に関しての減価償却費はゼロです。し
かし、資産の使用にあたってはロイヤリティーを
払う必要があります。金額は法律では定められて
おらず、ゼロの場合もあります。現在、我々は減
価償却費を基にした金額に調整しようとしていま
すが、この部分は水道料金体系には反映されてい
ません。
開発基金には、徴収した水道料金から特定のプ

ロジェクトに使用する資金を積み立てておくこと
ができます。また、利益を上げることも許されて
います。
水道料金の調整方法には、インフラベースの調

整、インフレーションに基づく調整、数式を使っ
た調整等があります。数式は非常に重要です。何
年にもわたる大きなプロジェクトを行う場合、銀
行からの借入期間が15年などの長期にわたること
になります。そのような場合には、話し合いで細

かく条件を設定することはせず、決まった数式で
どのように料金に反映させるのかを決めていきま
す。投資を行えば水道料金は上がることになりま
す。

＜料金承認プロセス＞

先ほど、気付かないうちに水道料金が値上がり
しているといいましたが、このシステムは非常に
複雑です。責任部署に当たるものがないのです。
まずは、水道事業体が料金設定についての提案
をし、規制当局がその内容をチェックします。そ
して、地方自治体がその許可を出します。しかし、
地方自治体が直接許可を出すわけではなく、実際
には地方自治体が所属している地域間開発協会が
認可します。協会には多数の市町村が所属してい
ますので、どの市長が認可したというような特定
はできないわけです。
もちろん、株主でもある地方自治体や中央政府
から、水道料金は抑えるようにというプレッ
シャーはあります。１番上にくるのが水道の利用
者です。しかし、水道料金の値上げに関しては
様々な文書で義務化されています。水道法には、
事業者は経済的に立ち行かなくてはならないとい
う項目や、委任契約や銀行との融資契約もありま
す。
重要なポイントは、全ての関係者が、コストと
投資をカバーするために水道料金値上げの必要性
について共通認識を持っているということです。
しかし、担当部署として水道料金値上げの責任を
負いたくないので、意思決定はこのような形で分
散化されています。
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＜料金の変遷＞

それでは、そのような仕組みの結果、どうなっ
たかという話です。
こちらは私の会社、ブラショフのグラフです。

緑色の線が下水道、赤が上水道の料金です。1990
年代は家庭用、業務用の間で何種類かの料金設定
があり、企業に対しては高い料金が設定されてい
ました。現在は両方の料金が統一されています。
水道料金はこの20年で大きく上昇していることが
分かると思います。無料に近いところからスター
トしており、現在は高い料金になっています。

＜水の使用量＞

１人あたりの消費量は1995年には300L/ 日、現
在は100L/ 日ということで、３分の１に下がって
います。このグラフを見れば、施設能力を強化し
ていく必要はないことが明らかです。こういった
傾向を見て、投資額はかなり節約できました。日
本での水の使用量についても、水の使用目的につ
いてよく分析する必要があると思います。特定の
目的で使われているのか、乱用されているのかと
いうことです。

水に価値を付加することで、使用量はこのよう
に減少することが分かりました。

＜適正な料金＞

これが適切な料金レベルの分析です。水が安い
と捉えられていた時期があるのが分かります。そ
れは外圧がなく、水道料金を上げる必要がなかっ
た時期に該当します。その後、EUに加盟したこ
とで EUから資金が提供され、水に価値を付加
し、適正な料金を請求するようプレッシャーがか
けられました。
このように、ルーマニアの水道料金体系は外か
らの力で形成されてきたと言えるでしょう。

これは、100m3あたりの水サイクルに対する年
間の料金になります。これが唯一、日本とルーマ
ニアの値がほぼ並んでいるグラフになります。
ルーマニアでは固定料金はなく、１m3あたりの金
額は決まっているので、このようになっていま
す。グラフには他に下水道料金、その他の料金、
付加価値税が示されています。
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こちらは、水サイクル料金の世帯あたりの収入
に対する割合を GDPを基に計算したものです。
この指数で見ると、ルーマニアでは収入に対し水
道料金が高いウェイトを占めていることが分かり
ます。

こちらは税に関するグラフですが、日本の場合
は消費税８％、それに対してルーマニアでは付加
価値税が24％です。不公平ですね。我々は、水は
人権と関わっているため、水に対して税金をかけ
るのは人権に対する課税だという意見を持ってい
ます。政府は水道料金を抑えると言いながら、一
方で税金は非常に高いわけです。

＜メンテナンス準備金＞

料金に関して最も重要なのはお金のサイクルで
す。我々は、コンセッション費用またはロイヤリ
ティーを支払わなければならず、これは料金に含
まれています。それに加え、利益を得ることによ
る税金、配当を払わなくてはいけません。
幸運なことに「メンテナンス準備金」という法
律で担保、構築されているシステムがあります。
支払ったロイヤリティー、税金、配当は、法律に
よりすべて水道事業体に属するこの準備金の方に
入ってきます。その準備金が融資の返済に充てら
れ、水道システムの資金として使われることにな
ります。水道システムの資産は水道事業体が所有
するものではなく、公的なものです。そのため、
水道事業体が支払うお金は、水セクターの中で循
環することになります。

＜まとめ＞

それでは、結論に入ります。コスト回収のため
に水道料金を改定していかなくてはならないのが
ルーマニアの状況です。そして、汚染者が追加的
なコストを払う原則が適用されています。減価償
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却費も段階的に含めていくことになります。
付加価値税に関しては、少しずつ減らしていき

たいと考えています。また、低所得者層を保護す
るための何らかの社会的な手段も講じたいと考え
ています。
どうもありがとうございました。

③�　スペインの水道、公民連携の現状（フラン
チェスク・エルナンデス・サンチョ、スペイン）
ランチの後ということで

ベストな時間にスタートで
き大変光栄に思っていま
す。皆さん100％エネル
ギーを充電されたことと思
います。

＜講演内容＞

私からは、スペインの水道事業の現状について
お話をさせていただきます。この４つの内容をカ
バーしてまいります。

＜イントロダクション＞

安全で清廉な飲料水を得ることは、人権の１つ
でもあります。その実現に問題があり、それを克
服しなければならない場合もあります。気候変
動、施設の投資コスト、施設の維持管理コスト、
環境保護などの問題があり、これら全てが都市の
水道システム効率に対して影響を及ぼす要素で
す。
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スペインの水道における問題で最も大きなもの
は気候変動です。1973年以降、気温は上昇傾向に
あり、水の需要も増えてきています。その中でも
特に顕著なのが農業セクターで使われる水で、全
体の水使用量の８割を占めています。しかし、こ
の農業セクターによる生産額はスペインの GDP
の４％以下にしか満たないのです。

＜スペインの水事業の組織と運営形態＞

次に、スペインの水事業に係る、組織、構造に
ついて説明したいと思います。これは非常に複雑
です。まず、17の地方の政府があります。そして、
その複数の地域の中で、スペイン国内の11の流域
を共有しています。そのため、地方政府、中央政
府、地方のコミュニティ、当局の間で、非常に高
いレベルの協調を要します。

スペインの水道事業における給水体制は非常に
複雑に絡み合っています。取水は国の中央政府が
所管していますが、水処理や排水は地方自治体や
地方政府の所管です。

スペインの水事業にはいくつかの形態がありま
すが、水事業を地方政府が直接提供する「インハ
ウス」と、外部に委託するパターンがあります。
外部委託には、公益事業として提供するパターン
と民営化されたシステムとして提供するパターン
があります。組織設立型 PPP（Public-Private 
Partnership）で行われる場合と、通常の契約で民
間企業が PPPを実施するものです。
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１つ目の「インハウス」は、地方政府が水事業
を行うということで、非常にシンプルです。

公益企業として外部依託する場合は、水道の
サービスを分散させる１つの例になります。この
場合にはプロが管理を行うため、効率性の向上に
つながります。

「組織設立型 PPP」は、新たな企業を設立する
パターンで、地方自治体と民間企業が協力して行
います。ただし、意思決定については自治体側が
権限を持つことになります。

「契約型 PPP」はスペインで最も多く見られる
パターンです。地方自治体と民間企業が様々な条
件を定めた契約を結び、その契約が一定期間有効
になるというものです。
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スペインの法律で定められていることですが、
民営化されるのはサービス管理の部分のみです。
水道施設、関連施設は常に公共の所有物となって
います。施設のメンテナンスや改修に関して明確
な基準が定められておらず、アセットマネジメン
トという意味でも、現在、スペインで非常に大き
な問題となっています。

その結果として、水道サービスが細切れ状態に
なっています。8,000以上の地方自治体の事業を
カバーするために約2,000の水事業会社が存在し
ており、複数の地方自治体が325のグループを形
成して水道事業を提供する形をとっています。

先ほどお話しした契約型 PPPと組織設立型
PPPは、大規模または中規模の自治体でよく使わ
れる形態です。小規模な自治体には、公益セク
ターが管理なども全て提供しています。
スペインにはアグバルとアクアリアという２つ
大きな水事業グループがあり、この２社だけでス
ペイン国内の水事業の約70％を占めています。

＜スペインの料金制度＞
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次に、水道料金についてご説明いたします。料
金は全ての費用が回収できるよう設定しています
が、それと同時に品質、量、持続可能性、サービ
スも保証しなければなりません。環境的な持続可
能性や責任ある水利用も実現しなくてはなりませ
ん。

スペインでは、規制料金とか水使用料金、サー
ビス料金、灌漑料金などがありますが、サービス
料金（水道料金）、下水道料金（下水集水料金）、
衛生料金（下水処理料金）の３種のみが直接使用
者に請求されます。

スペインにおける料金設定承認プロセスについ
てお話しします。はじめに水事業者が全ての費用
回収を想定した料金を地方政府に提案します。そ
れが承認されると、地域政府の価格委員会に提出
されます。そこで合意されると料金として承認さ
れます。これを毎年行っています。

これは、スペインにおける水道料金の計算式で
す。固定料金部分（F）に変動料金を足した形に
なります。変動料金は、水使用量に基づく部分（a
× Q）と下水道使用料に基づく部分（b× Y）か
らなっています。
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固定費は、サービスを提供するにあたり発生す
る固定費をカバーするものであり、水使用の有無
にかかわらず課金されるものです。変動要素部分
は、使用した水量に基づいて計算されます。基本
的にブロック料金となっており、使用量に応じて
増えていく従量料金体系となっています。これに
より、水の効率的な使用の促進を図っています。

これは、ファロンファという平均的な都市の例
です。サービス料金は、給水管の口径が大きいほ
ど増えていく料金の部分です。そして、水使用量
に対してはブロック別の料金が設定されていま
す。

スペインの自治体の95％が料金を固定部分、変
動部分の２部料金を採用しています。また、変動
部分のブロック料金を３段階に分けている自治体
は約60％、４段階に分けている自治体は29％、２
段階に分けている自治体は11％です。

スペインの平均水道料金は１m3あたり207円
で、オランダよりも安いです。価格の58％を給水
に使用しており、42％を下水処理に利用していま
す。この料金は、全ての費用の回収を保証するレ
ベルではなく、65～96％の回収率です。この点が
オランダと異なります。オランダの秘訣をぜひ教
えていただきたいです。
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これは地域別の水道料金です。給水、下水処理
などの項目が、それぞれ家庭用と業務用に分けて
示されています。

同じ内容をグラフにしたものです。地域によっ

て料金に差があります。水道料金が家計に占める
割合は0.8％で、ヨーロッパの中でも低い方だと
思いますが、我々は水不足という問題も抱えてい
ます。コスト回収を行っていくためにも料金を上
げていく必要があるのですが、政治的な観点から
これは簡単なことではありません。

＜将来に向けたシナリオ：水再利用の可能性＞

次に、将来の水利用の可能性に触れていきたい
と思います。スペイン国内には4,700万人が住ん
でいます。国内における下水排出量は１日あたり
150万 m3にも上り、下水処理施設は約300カ所あ
ります。
そこで、再生水の利用を進めれば、気候変動や
水不足といったマイナス影響を緩和することが可
能です。
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しかし、実際には下水の14％しか再利用されて
いません。そのうちの約７割は農業向け灌漑に使
われています。そして、約２割が環境保護に使わ
れています。

スペインにおける水の再利用を増やしていくに
はまだ課題があります。まず、再生水の利用に関
しては法的な要件が定められています。これは
EUのルールではなく、スペインの法律です。

こちらは地域別の再利用水の量を表していま
す。水使用のニーズによって、各地域で水量に差
が見られます。

水の再利用に関する要件ですが、まずは社会的
に受け入れられるものであること、また社会に完
全に受け入れられていない点があることです。ま
た、需要がなくてはなりません。要求される品質
も保証しなければなりません。この点は特に重要
です。また、貯水・給水するためのインフラも必
要となります。
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これら全ての要素が非常に重要ですが、強調し
たいのはコスト面です。下水処理にかかる費用は
ユーザーから徴収している料金でまかなわれてい
るわけですが、これを再利用する場合には水質を
上げなければならず、それがまたユーザーの料金
負担となってしまいます。これが再利用を妨げて
いる最も大きな問題です。

そこで、水の再利用プロジェクトを検討するに
あたっては、採算性調査を行う必要があります。
その中で、経済的なコストや利点の分析と環境的
なコストと利点の分析を行い、プロジェクトが適
切か否かの判断を下していきます。

再利用水には水資源を増やすことができるな
ど、多くのメリットがあります。また、大きなイ
ンフラ投資をしなくても水供給を増やすことがで
きます。汚染物の混入を削減することも可能です。

一方、デメリットもあります。１つは産業廃水
の制御が一切なされていないため、水質に対する
信頼性に欠けることです。増加している下水中の
塩分を処理する必要もあります。また、供給体制
のインフラも整備しなくてはなりませんし、適切
な料金を決めるマーケットが存在しないという点
もあります。
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我が国にとって、様々な問題を解決する可能性
を持つ水の再利用は非常に大きな話題となってお
り、ヨーロッパにおいて最も期待の持てる国だと
考えています。
水不足が非常に重要な問題である一方で、毎日

大量の下水が排出されています。そういう意味で
も、下水の再利用は問題を解決する良い手段では
あるわけですが、先ほどお話ししたような制限や
問題もあります。これらを解決していくことによ
り再利用プロジェクトが実施できる環境を整え、
異なるルールや条件を設定することで将来的に
使っていけるようにすることが重要であると考え
ています。

④�　ベルギーの水道（ヤン・ハメネッカー、ベル
ギー）
先ほどポパ氏から、水は

人権に関わるものであると
いう話がありました。その
通り、水は倫理的な側面を
持っています。我々の SG
では、そのような性格を持
つ「水」に関する様々な統
計をとっています。統計を
作成するには、多くの作業
が必要となります。

＜ IWA統計リーフレット＞

これは我々IWA統計・経済 SGによるリーフ
レットで、水に係る経済、マーケットの情報が含
まれています。このリーフレットは２年に１度発
行しており、世界中に調査票を送って、水の消費
量や取水状況、給水状況、そして100m3、200m3
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あたりの料金などについて調査しています。34カ
国、160都市の情報が詰まっています。
このリーフレットの完全版は、ここにお示しし

ている私の会社のウェブサイトからダウンロード
可能です。IWAのウェブサイトからもダウンロー
ドできます。

多くの国を対象に調査を行うため、調査票の内
容はどの国でも容易に理解でき、回答できるもの
でなくてはなりません。素晴らしい統計を作成し
ている日本水道協会の方であれば、集めたデータ
の検証や正確性のチェックといった作業が非常に
重要であることはよくご存じのことと思います。
２年毎に行っている調査ですので、継続性を持

たせるため、時系列的に意味をなす質問でなけれ
ばなりません。また、情報は国または都市レベル
であり、事業者別の情報ではないことにも留意す
る必要があります。

リーフレットを作成するにあたりデータを集め
るわけですが、集めたデータから得られる情報を
知識変換し、グラフや表などの資料を作成しま
す。これにより、データから傾向を読み取ること
が可能になります。また、こういったグラフや表
を作ることで、もし自分の国が評価対象に含まれ
ていなくても、テンプレートとすることでどの辺
りに位置するかが分かります。なお、日本の情報
は統計に含まれています。

＜水の使用量と料金＞

これは、先ほどポパ氏からもお話のあった興味
深いグラフですが、100m3あたりの水サイクルに
かかる料金を年間平均で見たものです。日本は
25,000円で比較的低いです。

こちらは家庭と小規模企業における水の使用量
を、１人１日当たり何 Lという単位で示したグ
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ラフです。日本の都市をいくつかハイライトして
います。東京は約220～230L、横浜は東京よりも
多く約280Lです。ベルギーでは80Lしか消費し
ておらず、かなり低いレベルです。水の代わりに
ビールを飲むので少ないのかもしれません。
日本の水使用量はなぜこのように多いのでしょ

うか。例えば日本でトイレに行くと、どこにでも
全自動の素晴らしいトイレがあります。しかしベ
ルギーでは、トイレの水には雨水を使っています。

こちらは料金のグラフです。横軸に都市名があ
り、日本の都市もいくつかピックアップしていま
すが、このように日本国内でもかなりの価格差が
あることが分かります。世界的に比較しますと、
このように1,500円から72,000円という差があるこ
とがわかります。世界レベルでのプライスギャッ
プは非常に大きいわけです。

こちらはベルギー北部の平均上下水道料金で

す。2004年以前は請求書には上水道しか含まれて
いませんでしたが、2005年から下水道を加えるよ
うになったため、金額が２倍以上に上がっていま
す。
2014年の数字を見ると約47,000円となっていま

す（注・スライドの42,000JPYは誤り）。それで
も使用量は120m3程度です。

これはベルギーの家庭での水の使用量の内訳で
す。25％がトイレ、40％が風呂、17％が洗濯です。
日本では、おそらくトイレが99％になるのではな
いでしょうか。これは冗談ですが。

水道料金の構造には、これが理想というモデル
はないと思っています。料金には常に、政治的、
経済的、環境及び社会的な側面があるからです。
どの水道事業体においても、固定と変動の両方の
構成部分があるわけですが、そのバランスを均衡
に保つことが非常に重要です。また、コストの回
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収も必要です。
水を節約するための手段として、料金を上げる

こと、また従量制にすることが考えられます。ベ
ルギーではユーザーの８％は料金を払えないた
め、割引制度が適用されています。

先ほど、議長のエド・スミーツ氏からお話があ
りましたが、本 SGで話し合うテーマには、料金
ポリシー、料金構造、料金の弾力性、そしてコス
トの回収方法があります。
これまで、SGで行っている調査活動、またリー

フレットの説明をいたしました。

＜ベルギーの水事業＞

ここからはベルギーに特化したお話になりま
す。オランダの南に位置する非常に小さな国がベ
ルギーです。国土は小さいですが、政治的には非
常に複雑な状況です。南部の白い部分はフランス

語圏です。北部はオランダ語、言葉が違う上に水
に関わる法律も異なります。それに加えて、ブ
リュッセルのある中心部ですが、ここでは水に対
する別の法制度があります。ウォーターグループ
やフランダース水道が管轄しているのが濃いブ
ルーの地域です。

この表の１番上にあるのがウォーターグループ
という私の勤める企業ですが、ベルギー最大の水
道会社で、給水人口は300万人です。水源を見て
みると、我々の会社は80％が地下水、20％が表流
水で、ウォーターリンクは表流水100％です。地
下水が100％の会社もあります。
地下水の利点は、水質が良いので浄水処理が不
要であることです。また、過去にチェルノブイリ
の事故がありましたが、そこから生じた放射性物
質のリスクを考えた場合、表流水と異なり地下水
は問題がありません。

＜ウォーターグループについて＞
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ウォーターグループには100年の歴史があり、
その中で合併、買収を繰り返してきました。この
10年間でも、2008年、2010年、2012年、2014年、
2015年に合併、買収があり、現在も継続中です。
このように、ベルギーにおける水道事業の再編、
規模の拡大は、現在進行中です。
現在のウォーターグループですが、給水人口は

300万人、収益は555億円となっています。従業員
数は1,500人以下となっており、今後さらに10％
削減したいと考えています。

こちらは、合併・買収しなかった場合と、合
併・買収後の成長を比較したグラフです。有機的
に成長を遂げるという意味であれば、緑の線のよ
うに毎年１万2,000の給水栓数が増加したことが
考えられるわけですが、合併・買収を繰り返して
きた結果、青い線のように飛躍的に規模が拡大し
ていることが分かります。

では、なぜ自治体がウォーターグループのよう
な大企業に吸収されることに合意するのでしょう
か。自治体側にはそれなりの理由があるわけで
す。その１つは現金がないということで、地方自
治体が所有する水道施設、事業体を売却すること
で現金を得ることができることが理由になってい
ます。
また、多額の投資を行ってきた資産の老朽化が
進み、今後更新をしなければならない状況になっ
ています。また、安全上の理由から、給水先の台
帳を更新することが義務化されているという事情
もあります。使用してきた独自の料金請求システ
ムやそれに関わるソフトウェアが技術の進歩につ
いていけず問題を抱えていたという事情もありま
す。
水質の悪い表流水を処理するにあたっての知識
がないといった問題も抱えていました。殺虫剤、
その他の物質によって汚染された水からそれらを
取り除くためには、様々な専門知識が必要です。
端的にいいますと、規模が小さいことで不利な
状況になっていたということです。そういった意
味で、我々の会社はナレッジセンターとして機能
するという強みがあります。
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企業の観点から、なぜこうした大小の地方自治
体を吸収していきたいのかと言いますと、まずは
スケールメリットが挙げられます。また、効率性
が向上します。そして固定費に関しては常に一定
しており、利益も上がっているという状況があり
ます。小さな事業体ではノウハウがなく導入でき
ないアセットマネジメントに関する知識も提供で
きます。
また、品質管理も極めて重要です。安全第一、

顧客第一、このような視点が重要であると認識し
ていますが、これは全て日本から学んだことだと
思っています。このように効率性を上げていくこ
とで、最終的にはそれを顧客に対して還元できま
す。そして、より低い料金で済むという利点も生
まれてくるわけです。

＜施設更新＞

このグラフは、縦軸に配水本管の長さ、横軸に

西暦が書いてあり、本管の敷設距離が年ごとに示
されています。全てのものを破壊した第二次世界
大戦が1945年に終わり、1946年からネットワーク
の構築に取り掛かるわけです。1960年代、70年代
に建設のピークを迎え、１年間に700kmを超えて
いる年があります。現在、ベルギー北部のフラン
ダース地方では、年間280kmが新たに布設されて
います。
管の材質は、近年では塩化ビニルやポリエチレ
ンがほとんどを占めています。しかし以前は鋼管
や、アスベストが含まれたセメントなど様々な材
質が使われていました。アスベストを含んだ材質
の管は、健康被害を考え早期に布設替えが必要に
なってきます。

こちらは施設更新費用を日本円でお示ししてお
り、横軸が年、縦軸が必要な投資金額です。
「Today」と書いてあるのが現在で、2050年も示し
ています。
第二次世界大戦後に多くの水道管が布設された
わけですが、これらは全て入れ替えていかなけれ
ばならないわけです。この投資金額が短い期間に
集中しないよう、できるだけフラットにならして
いきたいと考えています。シミュレーションによ
ると、資産を良いコンディションで維持するため
には１年間に270億円の投資が必要になります。
これを吸収しようとすると、水道料金を30％値上
げする必要が出てきます。しかし、政治的な理由
からそのような値上げをすることは不可能です。
事業の再編・連携を行い、効率性を上げ、水を節
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約するといった手段でカバーしていかなければな
りません。

＜規制について＞

次に、規制について簡単にお話しします。ベル
ギーでは、しっかりとした規制が導入されてから
まだあまり年月が経っていません。規制には、意
義や見返りがなければならないわけですが、ベル
ギーはまだ初期の段階にあり、成熟していない状
況です。
2014年９月に IWA世界会議に参加してリスボ

ンにいたときに、「規制とは何か」という定義に
ついてぴったりな表現を聞きました。「規制とは
ピザのようなものである」というものです。つま
り、レシピは１つではないが、使っている材料は
共通であるということです。日本では、「規制は
寿司のようなものである」と言った方がよいで
しょうか。

規制によって対象とするポイントが異なるわけ
ですが、利益率に対する規制、売上の上限規制、
価格の上限規制などがあります。また、パフォー
マンスやベンチマークに基づいた規制もありま
す。
ベルギーで着目しているのは、長期的な政策、
効率性の向上、投資能力です。先ほど申し上げた
管路更新を行っていくと、コスト回収は難しくな
ります。料金体系は統一的なものを使っているの
で、非常に透明性が高いです。

＜水事業の課題＞

ベルギーのフランダース地方における水事業の
課題についてお話しします。日本、そして世界の
どの国でも同じ課題を抱えていると思うのです
が、資産の更新、そしてそのための資金調達が大
きな課題です。日本では、安全性に関する計画が
重要視されていると聞いています。もちろんベル
ギーでも水の安全性は重要ですが、将来を考え
て、技術的なチャレンジ、つまり浄水施設やその
他の設備を最新のものに更新していくことが極め
て重要だと考えています。公的な水道会社の強み
の１つは、最新のテクノロジーに投資しつつ、管
路更新への投資もできることだと思います。民間
企業では常に十分な投資が可能というわけではあ
りません。
また、顧客第一、安全第一という姿勢は、日本
からぜひ学びたいと思います。新幹線に乗ってい
てもそういった姿勢を強く感じます。ニーズとい
うと、軟水へのリクエストがありますので、現在
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は軟水を給水しています。
次に、雨水の再利用です。ベルギーの降水量は

日本の約半分しかありませんが、雨水再生水の利
用が進んでいます。例えば、小規模な雨水再利用
設備を備えている家庭があります。シャワーやト
イレには雨水を利用しているケースがあるわけで
す。雨水だけでなく再生水が食品業界などで利用

されていますが、再生水に関しては家庭よりも環
境向けが中心となっています。
最後に、皆さん同様だと思いますが、自らのビ
ジネスモデルを５年ごとに見直し、改定していく
ことが重要になります。
ありがとうございました。


